
別紙１

１．正門周辺の通行要領

　　　　　　

　　　　西条

　病院前交差点 　・二輪車道路
　　単車・自転車のみ

図書館方面

２．正門入場後の通行要領

　　　　　　

　　　・正門では、一時停止不要、徐行で入場する。
　　　・通門証提示は組合前仮停止線で行う。
　　　・入場受付は、仮受付所で行う。

Bレーン

　　　　  　

　　　　  　

西浜団地

構内駐車場

　　　※７：００～８：００　駐停車禁止

     ：警防部員

※受付車両は(A)受付車両駐車場所に駐車してください。
※大型車両はトラックスケール道路に入り、物流詰所で ※退場制限

　 受付してください。（受付後、８：００まで待機） ・７：００～８：００は、車両の退場禁止
※Ｂレーンから入場し、御代島,研究所方面へ行く車両は、正門から ※ただし次の場合は除く
　　硫酸冷水塔手前の合流点までに安全を確認してAレーンに車線 ・規制時間内であっても、特別な事情により警備消防課が許可する場合は、
　　変更する。　　 　退場を認める。

（事前に警備消防課新居浜へ連絡し許可を受け、正門にて通門証を
　提示し、確認を受けて退場する）
警備消防課新居浜　内３５１２　外３７－１７４２

新居浜地区正門混雑緩和対策 2026年1月15日

愛媛工場　環境安全部　警備消防課

最終合流地点

７：００～８：００

緩和対策
① A B ２車線で入場

（Ａレーン・・・左側の入場車線)
（Ｂレーン・・・右側の退場車線を使用）

② ＳＬＣ横 仮門からの車輌入場を認める（平日のみ）

（１） 図書館、西条方面からの車両のみ可。
（２） ここから入場車輌は必ずＢレーンから入場し

構内で車線変更する。

（正門 入り口付近での車線変更厳禁！）

③ 組合横駐車場利用車および協力団地入場車はＳＬＣ横
から入場せず、できるだけ正門前交差点からAレーンを

使用して入場する。

④ 大型車両は７：３０～８：００は入場禁止。
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カーブでは車線変更禁止

単車・自転車

惣開ビル方面への

車両進入禁止

（自動車・単車・自転車）

７：００～８：００

Aレーン Bレーン

・西条方面より左折入場可

・右折入場禁止

・私有地進入路につき自歩道優先

歩行者がいる場合は一時停止

(A)受付車両駐車場所

大型車トラック
駐車場入口

★一時停止箇所

〔自転車・バイクの通門証提示方法〕

①一時停止線で確実に停止

②自転車/バイクに乗ったまま通門証提示

※自転車で不安な方は下車してもOK

③通門証提示後、周囲の安全確認を行い

徐行で発進し入場

注)通門証は安全かつ簡単に提示できる

よう事前準備(ながら運転禁止)

★一時停止箇所
通門証提示


